
不 足 が 見 込 ま れ る

介 護 人 材 市 の 状 況 は自 主 防 災 組 織 の 結 成 で

高 ま る 地 域 防 災 力

行 政 資 料 室 で

各 種 資 料 を 閲 覧

行 政 資 料 室 で 各 種 資 料 を 閲 覧

児
童
手
当
の
改
正
内
容

所
得
制
限
の
撤
廃

Point

1
　
児
童
手
当
の
受
給
者（
父
母
な
ど
の

う
ち
所
得
の
多
い
人
）の
所
得
に
関
係

な
く
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
年
齢
の
拡
大

Point

2
　
高
校
生
相
当
年
齢（
平
成
18
年
4
月

2
日
〜
21
年
4
月
1
日
生
ま
れ
）ま
で

が
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

第
3
子
加
算
の
増
額

Point

3
　
第
3
子
以
降
の
子
ど
も
の
支
給
額
は

月
額
3
万
円
と
な
り
ま
す
。

第
3
子
加
算
の
数
え
方
の

変
更

Point

4
　
大
学
生
相
当
年
齢（
平
成
14
年
4
月

2
日
〜
18
年
4
月
1
日
生
ま
れ
）の
子

ど
も
か
ら
数
え
て
3
番
目
以
降
の
子
ど

も
の
手
当
に
第
3
子
加
算
の
増
額
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

　
児
童
手
当
の
受
給
者
が
、
大
学
生
相

当
年
齢
以
下
の
子
ど
も
の
生
活
費
を
経

済
的
に
負
担
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
適

用
さ
れ
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

支
給
月
の
変
更

Point

5
　
こ
れ
ま
で
年
3
回（
2
月
・
6
月
・

10
月
）だ
っ
た
支
給
を
年
6
回（
偶
数

月
）と
し
ま
す
。

制
度
改
正
に
よ
り
申
請
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

児
童
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
申
請
が

必
要
で
す
。

　
な
お
、
児
童
手
当
の
申
請
が
必
要
な

人
が
市
外
に
住
ん
で
い
る
場
合
は
住
ん

で
い
る
市
区
町
村
に
、
公
務
員
で
あ
る

場
合
は
勤
務
先
に
申
請
方
法
な
ど
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
が
必
要
な
人

◦
改
正
前
の
所
得
上
限
限
度
額
を
超
過

し
て
い
て
、
児
童
手
当
の
支
給
対
象

外
で
あ
っ
た
人

◦
高
校
生
相
当
年
齢
の
子
ど
も
の
み
を

養
育
し
て
い
る
人

◦
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

高
校
生
相
当
年
齢
の
子
ど
も
が
い
る

人（
高
校
生
相
当
年
齢
の
子
ど
も
が
、

中
学
生
か
ら
支
給
対
象
の
子
ど
も
と

し
て
申
請
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
世

帯
の
状
況
に
変
わ
り
が
な
い
場
合
は
、

申
請
が
不
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

◦
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

大
学
生
相
当
年
齢
の
子
ど
も
を
含
め

て
子
ど
も
が
3
人
以
上
い
る
人

申
請
期
限
＝
10
月
18
日
㈮（
必
着
）（
経

過
措
置
と
し
て
3
月
31
日
㈪（
必
着
）

ま
で
に
申
請
を
す
れ
ば
、
10
月
分
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
対
象
と
な
り

ま
す
）

申
請
方
法
＝
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請

書
を
直
接
ま
た
は
郵

送
で
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
2
階 

〒
2 

8
6
‐
8
5
8 

5 

花
崎
町
7
6
0
）へ
。
現
在
、
本

市
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な

い
、
高
校
生
相
当
年
齢
ま
で
の
子
ど

も
が
い
る
世
帯
へ
8
月
下
旬
に
案
内

を
送
付
し
ま
す

次
の
人
は
申
請
不
要
で
増
額
さ
れ
ま
す

◦
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

所
得
制
限
限
度
額
超
過
に
よ
り
子
ど

も
1
人
当
た
り
5
、
0
0
0
円（
特

例
給
付
）の
支
給
を
受
け
て
い
る
人

◦
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

子
ど
も
が
中
学
生
以
下
の
み
で
、
第

3
子
加
算
を
受
け
る
人

※
く
わ
し
く
は
子
育
て
支
援
課（
☎

20
‐
1
5
3
8
）へ
。

支
給
対
象
な
ど
が
拡
大
さ
れ
ま
す

児
童
手
当
の
制
度
改
正

児
童
手
当
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
12
月
に
支
給
さ
れ
る
10
月
分
の
児
童
手
当
か
ら
、

支
給
対
象
や
支
給
金
額
な
ど
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

改正前 改正後

子どもの年齢 第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降

3歳未満 15,000円 15,000円

30,000円

3歳～小学生 10,000円 15,000円

10,000円中学生 10,000円

高校生相当年
齢

支給なし
（第3子加算の算定対象）

大学生相当年
齢

支給なし
（第3子加算の算定対象外）

支給なし
（第3子加算の算定対象）

所得制限あり 所得制限なし

制度改正による支給額の変更の一覧
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